　第３７号議案
　　学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
　上記の議案を提出する。
　　令和８年２月１８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　品川区長　　森　　澤　　恭　　子　　
　　　学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
　学校教育職員の給与に関する条例（平成２０年品川区条例第２３号）の一部を次のように改正する。

第２条中「指導教諭」の次に「、主務教諭」を加える。
　第２３条第１項中「勤務した」を「勤務をした」に改め、同項ただし書中「勤務しなかった」を「勤務をしなかった」に改め、同条第２項中「週休日等以外の日の午前零時から」を「午後１０時から翌日の」に改め、「までの間」の次に「（週休日等に含まれる時間を除く。）」を加え、「勤務した」を「勤務をした」に改め、同条第３項各号列記以外の部分中「定める額」の次に「（前２項に規定する勤務に従事する時間を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める勤務にあっては、その額に１００分の１５０を乗じて得た額）」を加え、同項第１号中「（当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める勤務にあっては、その額に１００分の１５０を乗じて得た額）」を削る。
別表第１を次のように改める。


　別表第２の３級の項中「主任教諭」を「主務教諭」に改める。
　　　付　則
　（施行期日）
１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。
　（号給の切替え）
２　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において、改正前の学校教育職員の給与に関する条例別表第１に定める給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が付則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給（次項および同表において「新号給」という。）は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級および同日においてその者が受けていた号給（同表において「旧号給」という。）に応じて同表に定める号給とする。
　（施行日前の異動者の号給の調整）
３　施行日前に職務の級を異にする異動をした職員および特別区人事委員会（以下「人事委員会」という。）の承認を得て品川区教育委員会規則（以下「規則」という。）で定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が施行日において当該異動または当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の承認を得て規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
　（復職等の日における号給調整の特例）
４　施行日の前日から引き続き休職中等（学校教育職員の初任給、昇格および昇給等に関する規則（平成２１年品川区教育委員会規則第５号）第１６条の規定による休職中、配偶者同行休業中、育児休業中、大学院修学休業中、外国派遣中または停職中をいう。以下同じ。）の者のうち、休職中等の期間の初日から施行日の前日までの間に学校教育職員の初任給、昇格および昇給等に関する規則第２条第３号に規定する昇給日がある職員の施行日後の復職した日、職務に復帰した日または再び勤務するに至った日における号給は、施行日に復職等をしていたならば決定されていた号給に調整する。
　（施行日と同日に昇格等をする場合の号給決定）
５　施行日と同日に昇格、降格、昇給、降給または転職等をする場合の号給決定は、付則別表による切替えを行った後の号給を基礎として行うものとする。
　（委任）
６　付則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。


　（説明）学校教育職員の管理職に係る給料表等を改めるほか、規定を整備する必要がある。
